
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 松山看護専門学校 
設置者名 一般社団法人 松山市医師会 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

医療専門課程 

第１看護学科 
夜 ・

通信 
90 単位 9 単位  

第２看護学科 
夜 ・

通信 
68 単位 9 単位  

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/study/1922.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/study/1922.html


  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部人

材の複数配置】 
 
※ 様式第 2 号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 松山看護専門学校 

設置者名 一般社団法人 松山市医師会 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 松山看護専門学校 学校運営委員会 

役割 

 学校運営委員会は、学校長の決定事項である学則、細則等の規程の制定・

改廃に関する事項、予算の執行計画に関すること、教育理念・教育目標・教

育課程、各年度の教育計画に関する事項、学校の自己点検・自己評価に関す

る事項及び成績審議に関することなどについて審議することとしている。 

 委員会構成員には、学校運営に直接関わる教職員以外の外部人材を任命

し、審議事項全てに意見を求め、地域ニーズに応える魅力ある学校となるよ

う、その意見を積極的に活用している。 

 

 

 

 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

松山市医師会会員（医師） 
R2.6.2～ 

    R4.6.1 
松山市医師会看護学校担当理事 

松山市医師会会員（医師） 
R2.6.2～ 

    R4.6.1 
松山市医師会看護学校担当理事 

（備考） 

 外部人材として、松山市医師会の 6 名の看護学校担当理事が松山看護専門学校

運営委員会の委員に就任している。6 名全員医師会の会員で現職の医師である。 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 松山看護専門学校 

設置者名 一般社団法人 松山市医師会 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

 

【授業計画（シラバス）の作成】 

 ・学科長会議で、授業評価、看護師国家試験出題基準等に基づき、シラバス記載項 

目を検討 

 ・学校運営委員会で審議・承認された、「松山看護専門学校シラバス作成の手引き

（2020 年改訂）」に沿って、各科のカリキュラム編成会議がシラバスを作成する。 

・具体的には、 

〇教員研修会で、副学校長から全教員にシラバス作成について説明 

〇カリキュラム編成会議でシラバス作成依頼項目を確認 

  〇学科長が全教員にシラバス作成を依頼（シラバス作成ガイドライン配付） 

  〇全教員が学科長にシラバスを提出 

  〇カリキュラム編成会議において、提出されたシラバスに 

   ①科目名称、担当教員、学年学期、単位数、時間数、授業に関わる実務経験、 

②授業概要、③学習目標、④ディプロマ・ポリシーとの関連、⑤授業計画（回 

数、内容、主な授業形態）、⑥評価方法、⑦教科書、⑧参考書、受講生へのメッ 

セージ、が記載されているか点検 

〇記載事項に不備があるシラバスの再提出を依頼 

  〇カリキュラム編成会議でシラバスを再点検 

  〇カリキュラム編成会議で最終的なシラバスを作成する。 

 ・学校運営委員会が、作成された各科のシラバスを最終的に承認する。 

 

【授業計画の作成・公表時期】 

  ・作成時期：12 月中旬～3 月中旬 

  ・公表時期：作成次第、ホームページにて公開する。 

        学生には授業開始までに予め配布する。 

        新 1年生へは 4月の入学ガイダンスにおいて、在校生へは 4月の 

        始業時に配布する。 

          

 

 

授業計画書の公表方法 

 
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/sylla

bus.html 

 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/syllabus.html
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/syllabus.html


  

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
 学生の学修意欲は、業績評価や授業への参加状況等により把握する。 

【対象科目】 

 開講する全ての授業科目を対象とする。 

【平均点の算出方法】 

 履修科目の成績評価を点数化（100 点満点）し、全科目の総合点と平均点を算出し、

成績分布を作成する。 

【学習成果の評価】 

 学習成果の評価方法は、学科試験では、筆記、口頭、レポート等で、臨地実習では、 

実習内容、提出した諸記録、レポート等で行う。学科・実習とも成績評価を 100 点満

点で点数化し、80 点以上を「優」、70 点以上 80 点未満を「良」、60 点以上 70 点未満

を「可」、60点未満を「不可」としたうえ、「可」以上を及第とし（学則細則第 9条及

び第 13 条）、及第点を取りかつ欠席日数が出席すべき日数の 3 分に 1 以内である者に

単位を与える（学則第 11 条）こととしている。なお、評価基準・方法は、事前にシラ

バス等で広く一般に周知を図っている。 

 

 

 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 本校では、GPA 制度に準ずる客観的な指標を設定し、公表している。現在、客観的

な指標として、学則細則の中で、次のとおり定め、学生便覧に掲載し、全学生に配布

するとともに、シラバス等により、広く一般に公表している。 

  <学則細則第 9 条及び第 13 条> 

   100 点を満点として、優（80点以上）、良（70～80 点未満）、可（60 点～70 点 

  未満）、不可（60 点未満）とし、可以上を及第とする。 

  

また、成績評価に当たっては、総合点及び全科目平均点を出し、順位付けを行い、

成績の分布状況を把握、分析したうえ、学校運営委員会で審議、承認を受けている。 

  

 

 

 

 

 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

客観的指標は学生便覧に掲載し、全学生に配布しているほ

か、シラバス等はホームページにて広く一般に公表してい

る 。
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/sylla

bus.html 

 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/syllabus.html
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/syllabus.html


  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

 卒業の認定に関する方針を次のとおり定め、在学者だけではなく入学希望者や保護 

者にも周知するため、シラバスととともにホームページにて公開している。 

 なお、本校の第 1 看護学科と第 2 看護学科は、ともに看護師養成課程であることか

ら、卒業の認定方針（ディプロマ・ポリシー）は共通の方針としている。 

 

  【本校の卒業認定の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

    次の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、専門 

士の学位を授与します。 

１．生活者としての人間を統合された存在として多角的にとらえることができ 

る。 

２．人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重した判断および行動をする 

ことができる。 

   ３．人々の多様な価値観を認識して、専門職業人としての共感的態度及び倫理 

に基づいた看護を実践することができる。 

   ４．看護の対象となる人々の健康状態を判断し、科学的根拠に基づいた看護を 

実践することができる。 

   ５．保健・医療・福祉チームの一員として多職種と連携・協働を図り調整的役 

割を果たすことができる。 

   ６．松山市及び愛媛県周辺の地域医療への理解を深め、地域の人々の生活を尊 

重・支援することができる。 

   ７．自己の資質向上のため、看護に対する探究心・向上心を持ち、主体的に学 

び続けることができる。 

 

 卒業は、学則第２５条（卒業の認定）の規程に基づき、単位の修得状況や必要な出

席日数を確認するほか、卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいた能力評価

を学校運営委員会（卒業判定会議）に諮り、最終的に学校長が認定している。 

 

 

 

 

 

 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/3poli

cy.html 

 

 

  

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/3policy.html
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/subjectinfo/3policy.html


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 松山看護専門学校 

設置者名 一般社団法人 松山市医師会 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
設置主体である松山市医師会の事務局（松山市藤

原 2 丁目 4番 70 号）に備え付け、広く一般の閲覧

に供するとともに、希望者には写しを交付する。 

収支計算書又は損益計算書 同上 

財産目録 ― 

事業報告書 
設置主体である松山市医師会の事務局（松山市藤

原 2 丁目 4番 70 号）に備え付け、広く一般の閲覧

に供するとともに、希望者には写しを交付する。 
監事による監査報告（書） 同上 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

【第１看護学科】 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 第１看護学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 間

(全日

制） 

 

１０２単位 

７８

単位 

１ 

単位 

２３ 

単位   

１０２単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１２０人 １３０人 ０人 １２人 ４７人 ５９人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

 本校では、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の看護師教育の基本的考

え方、留意点等に則るとともに、教育理念・教育目的・教育目標・卒業時の特性を考

慮して教育課程の考え方とそれに必要な教育内容を策定している。第 1 看護学科は

修業年限 3年間で 102単位 3,135時間（指定規則は 97 単位 3,000 時間）である。 

各授業科目は、「看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標」及び「看護師

教育の技術項目と卒業時の到達度」に基づき、科目相互の関連性と統合、学習の順序

性と深化を考慮して、学年別・年度別に科目を配置し、授業要綱、実習要綱及び実習

指導要綱を作成している。 

1 年次は、基礎分野 10 単位、専門基礎分野 13 単位、専門分野Ⅰ(専門分野Ⅱと統合

分野の基盤となる分野)14 単位、専門分野 3 単位の科目等を中心に 40 単位 1,170 時

間を履修し、看護の対象となる人間と生活・社会を広い視野から理解するとともに、

人体の構造と機能、疾病の成り立ちの回復の促進、基礎看護技術等を学び、看護実践 



  

のベースとなる知識や技術を修得する。 

2 年次は、基礎分野 3 単位、専門基礎分野 9 単位、専門分野Ⅰを 2 単位、講義主体

の専門分野Ⅱを 23 単位、統合分野 6 単位の科目等を中心に 43 単位 1,155 時間を履

修し、生活者の健康への理解を深めながら、看護を実践する者として、責任と役割に

ついて学ぶ。 

3 年次は、臨地実習主体の専門分野Ⅱを 12 単位、統合分野 7 単位を中心に 19 単位

810 時間を履修し、臨地実習でその人らしい生活ができるように支援する看護の方法

を学ぶとともに、専門職業人としての責任感や倫理観を持って、卒業後も臨床にスム

ーズに適応できる力を高めていく。 

1 単位の授業科目は 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成し、授業の方法

に応じ当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演

習は 1 単位 15 時間から 30 時間、実験・実習は 30 時間から 45 時間、臨地実習は 45

時間の範囲で定め、科目別の授業計画（シラバス）として学生へ具体的に提示する。 

年間授業計画（シラバス）は、「松山看護専門学校シラバス作成の手引き（2020年

改訂）」を活用し、①科目名称、担当教員、学年学期、単位数、時間数、授業に関わ

る実務経験、②授業概要、③学習目標、④ディプロマ・ポリシーとの関連、⑤授業計

画（回数、内容、主な授業形態）、⑥評価方法、⑦教科書、⑧参考書、受講生へのメ

ッセージを記載している。 

 

 

成績評価の基準・方法 

（概要） 

本校では、GPA 制度に準ずる客観的な指標を設定し、公表している。現在、客観的

な指標として、学則細則の中で、次のとおり定め、学生便覧に掲載し、全学生に配布

するとともに、シラバス等により、広く一般に公表している。 

  <学則細則第 9 条及び第 13 条> 

   100 点を満点として、優（80点以上）、良（70～80点未満）、可（60 点～70  

 点未満）、不可（60点未満）とし、可以上を及第とする。 

  

成績評価に当たっては、総合点及び全科目平均点を出し、順位付けを行い、成績の

分布状況を把握、分析したうえ、学校運営委員会で審議、承認を受けている。 

  

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業の認定に関する方針を次のとおり定め、在学者だけではなく入学希望者や保護 

者にも周知するため、シラバスととともにホームページにて公開している。 

   【本校の卒業認定の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

    次の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、専門 

士の学位を授与します。 

１．生活者としての人間を統合された存在として多角的にとらえることがで 

きる。 

２．人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重した判断および行動をする 

ことができる。 

   ３．人々の多様な価値観を認識して、専門職業人としての共感的態度及び倫理 

に基づいた看護を実践することができる。 

   ４．看護の対象となる人々の健康状態を判断し、科学的根拠に基づいた看護を 

実践することができる。 

   ５．保健・医療・福祉チームの一員として多職種と連携・協働を図り調整的役 

割を果たすことができる。 



  

   ６．松山市及び愛媛県周辺の地域医療への理解を深め、地域の人々の生活を尊 

重・支援することができる。 

   ７．自己の資質向上のため、看護に対する探究心・向上心を持ち、主体的に学 

び続けることができる。 

 

 卒業の認定は、学則第２５条（卒業の認定）の規程に基づき、単位の修得状況や必

要な出席日数を確認するほか、卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいた能

力評価を学校運営委員会（卒業判定会議）に諮り、最終的に学校長が認定している。 

 また、進級についても同様に、単位の修得状況や必要な出席日数を確認し、学校運

営委員会に諮り、最終的に学校長が進級認定を行っている。 

 

学修支援等 

（概要） 

・高校新卒が多い第１看護学科では、１年次の学習習慣の定着と基礎学力の確保がそ 

の後の学習の基礎となることから、個別性に応じた学習支援に留意している。 

・学生が主体的に学び自己決定するために、「社会人基礎力セミナー」や「医療機関 

説明会」等を開催し、必要な情報を提供している。 

・アルバイト学生が多いため、体調管理と時間管理がセルフケアでできるよう助言・ 

指導するとともに、学習優先への支援のため保護者との連携を図っている。 

・経済的に恵まれない学生に対しては、修学支援新制度や奨学金制度の周知に努め要 

件該当者には、積極的な活用を勧めている。 

・入学時のアンケート分析と入学後の日々のデータ管理（出欠状況、受診状況やアル 

バイト状況の把握）で、不測の事態に対する早めの対応に努める。 

・学年別目標について中間評価を実施し、進捗状況の把握と改善（PDCAサイクル）に 

努める。 

・ハラスメントのない学習風土形成のために学生の声を聞く場を設定し、対話を促進 

する。 

・専任の学生カウンセラー導入によるメンタルヘルスサポート体制を整える。 

・卒業後追跡調査を行う。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ４０人 

（100％） 

２人 

（  5％） 

３７人 

（  92.5％） 

１人 

（  2.5％） 

（主な就職、業界等） 

卒業生 40 名中 37 名が病院等（医療関係業界）に就職 

（就職指導内容） 

 クラス担任及び学科長による進路ガイダンス、就職個別面談指導を全員に実施。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 看護師資格国家試験、40 名中 39名が合格（合格率 97.5％）。 

（備考）（任意記載事項） 

 

 



  

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  １２９人 １人  ０．８％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 クラス担任及び学科長による個別面接指導を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【第２看護学科】 

 
分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 医療専門課程 第２看護学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 
開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 間

(定時

制） 
 

７７単位 

６１

単位 単位 

１６

単位 単位 単位 

７７単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

１２０人 ９６人 ０人 １０人 ３１人 ４１人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

本校では、「保健師助産師看護師学校養成所指定規則」の看護師教育の基本的考え

方、留意点等に則るとともに、教育理念・教育目的・教育目標・卒業時の特性を考慮

して教育課程の考え方とそれに必要な教育内容を策定している。第 2 看護学科は昼

間定時制の修業年限 3 年間で 77 単位 2,205 時間（指定規則は 65 単位 2,180 時間）

である。 

各授業科目は、「看護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標」及び「看護師

教育の技術項目と卒業時の到達度」に基づき、科目相互の関連性と統合、学習の順序

性と深化を考慮して、学年別・年度別に科目を配置し、授業要綱、実習要綱及び実習

指導要綱を作成している。 

1 年次は、基礎分野 8 単位、専門基礎分野 9 単位、専門分野Ⅰ(専門分野Ⅱと統合分

野の基盤となる分野)6 単位、専門分野Ⅱを 6 単位、統合分野 2 単位の科目等を中心

に 31 単位 750 時間を履修し、保健医療福祉チームと連携・協働して看護を実践する 

ことができる豊かな人間性を育み、看護の対象となる人間と人間の生活・社会を広い

視野から理解するとともに、人体の構造と機能、疾病の成り立ちの回復の促進、基礎

看護技術等を学び、看護実践のベースとなる知識や技術を修得する。 

2 年次は、基礎分野１単位、専門基礎分野 8 単位、専門分野Ⅰを 5 単位（基礎看護

学実習 2 単位含む）、講義主体の専門分野Ⅱを 11 単位、統合分野 3 単位の科目等を

中心に 28 単位 765 時間を履修し、科学的根拠に基づいた看護の実践ができるよう、

人間の健康障害と健康支援、社会保障などに関する内容を学び、後期には基礎看護学

実習をとおして学習を深めていく。 

3 年次は、講義は統合分野 4 単位、臨地実習は専門分野Ⅱの実習 10 単位と統合分

野の実習 4 単位で合計 18 単位 690 時間を履修し、各看護学の実習を通して看護実践

を意識した学習を深め、倫理観を育み、保健医療福祉チームの一員として働く力を養

う。 

1 単位の授業科目は 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成し、授業の方法

に応じ当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、講義及び演

習は 1 単位 15 時間から 30 時間、実験・実習は 30 時間から 45 時間、臨地実習は 45

時間の範囲で定め、科目別の授業計画（シラバス）として学生へ具体的に提示する。 

年間授業計画（シラバス）は、「松山看護専門学校シラバス作成の手引き（2020年

改訂）」を活用し、①科目名称、担当教員、学年学期、単位数、時間数、授業に関わ

る実務経験、②授業概要、③学習目標、④ディプロマ・ポリシーとの関連、⑤授業計

画（回数、内容、主な授業形態）、⑥評価方法、⑦教科書、⑧参考書、受講生へのメ

ッセージを記載している。 



  

成績評価の基準・方法 

（概要） 

本校では、GPA 制度に準ずる客観的な指標を設定し、公表している。現在、客観的

な指標として、学則細則の中で、次のとおり定め、学生便覧に掲載し、全学生に配布

するとともに、シラバス等により、広く一般に公表している。 

  <学則細則第 9 条及び第 13 条> 

   100 点を満点として、優（80点以上）、良（70～80点未満）、可（60 点～70  

 点未満）、不可（60点未満）とし、可以上を及第とする。 

  

成績評価に当たっては、総合点及び全科目平均点を出し、順位付けを行い、成績の

分布状況を把握、分析したうえ、学校運営委員会で審議、承認を受けている。 

  

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

卒業の認定に関する方針を次のとおり定め、在学者だけではなく入学希望者や保護 

者にも周知するため、シラバスととともにホームページにて公開している。 

   【本校の卒業認定の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

    次の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、専門 

士の学位を授与します。 

１．生活者としての人間を統合された存在として多角的にとらえることがで 

きる。 

２．人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重した判断および行動をする 

ことができる。 

   ３．人々の多様な価値観を認識して、専門職業人としての共感的態度及び倫理 

に基づいた看護を実践することができる。 

   ４．看護の対象となる人々の健康状態を判断し、科学的根拠に基づいた看護を 

実践することができる。 

   ５．保健・医療・福祉チームの一員として多職種と連携・協働を図り調整的役 

割を果たすことができる。 

   ６．松山市及び愛媛県周辺の地域医療への理解を深め、地域の人々の生活を尊 

重・支援することができる。 

   ７．自己の資質向上のため、看護に対する探究心・向上心を持ち、主体的に学 

び続けることができる。 

 

 卒業の認定は、学則第２５条（卒業の認定）の規程に基づき、単位の修得状況や必

要な出席日数を確認するほか、卒業認定方針（ディプロマ・ポリシー）に基づいた能

力評価を学校運営委員会（卒業判定会議）に諮り、最終的に学校長が認定している。 

 また、進級についても同様に、単位の修得状況や必要な出席日数を確認し、学校運

営委員会に諮り、最終的に学校長が進級認定を行っている。 

 

学修支援等 

（概要） 

・准看護師の資格を生かして就労しながら看護師を目指す学生への支援は、多様性へ 

の対応と言ってもよく、学生個々の生活状況を把握した学習支援を行うことが重要 

となる。 

・学生が主体的に学び自己決定するために、「社会人基礎力セミナー」や「医療機関 

説明会」等を開催し、必要な情報を提供する。 

・厚生労働省から「専門実践教育訓練指定講座」の認定を受けており、社会人学生の 

経済的支援に有用なことから、講座更新資格要件の維持に努める。 



  

・経済的に恵まれない学生に対しては、修学支援新制度や奨学金制度の周知に努め、 

要件該当者には積極的な活用を勧めている。 

・入学時のアンケート分析と入学後の日々のデータ管理（出欠状況、受診状況やアル 

バイト状況の把握）で、不測の事態に対する早めの対応に努める。 

・学年別目標について中間評価を実施し、進捗状況の把握と改善（PDCAサイクル）に 

努める。 

・ハラスメントのない学習風土形成のために学生の声を聞く場を設定し、対話を促進 

する。 

・専任の学生カウンセラー導入によるメンタルヘルスサポート体制を整える。 

・卒業後追跡調査を行う。 

 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 ２６人 

（100％） 

１人 

（  3.8％） 

２３人 

（  88.5％） 

２人 

（  7.7％） 

（主な就職、業界等） 

 卒業生 26名中 23 名が病院等（医療関係業界）に就職 

（就職指導内容） 

 クラス担任及び学科長による進路ガイダンス、就職個別面談指導を全員に実施 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 看護師資格国家試験 26 名中 24名が合格。（合格率 92.3％） 

（備考）（任意記載事項） 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  ８４人 ４人  4.8％ 

（中途退学の主な理由） 

 一身上の都合 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

クラス担任及び学科長による個別面接指導を実施。 

 

 

 

 

 

 

 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

第 1 看護学科 150,000 円 636,000 円 164,000 円  

第 2 看護学科 150,000 円 480,000 円 156,000 円  

   円 円 円  

   円 円 円  

修学支援（任意記載事項） 

 

 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/evaluation/ 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

自己点検・自己評価委員会規程及び学校関係者評価委員会規程を定め、自己点検・

自己評価結果の客観性・透明性を高めるとともに、教育活動及び学校運営の改善を図

ることを目的に、地域有識者等５名からなる学校関係者評価委員会を年２回程度開催

することとしている。実施方法としては、第１回目は、自己点検・自己評価結果を説明

し、第２回目に、それに対する意見を求めることとしている。 

 評価する項目は、「看護師等養成所自己点検・自己評価指針」に則った学校運営・管

理及び教育活動、研究活動等に関する８カテゴリー129 項目から選定する。 

 委員会の構成は、有識者 1 名、関係業界 2 名、保護者 1 名、卒業生 1 名の計 5 名と

する。 

 評価結果で改善を要すると指摘された点は、学校運営委員会に諮り、具体的な改善

方策を立て、学校長以下教職員全員で改善に取り組む。 

 今年度も、前年度に続き、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、会議形式

での委員会を開催できなかったため、自己点検・自己評価報告書を配布し、それに対

する評価・意見を書面で提出していただいた。 

 

 

 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

公民館 館長 
令和元年 10月１日～ 

 令和３年９月 30 日 
地域有識者 

高等学校 校長 
令和元年 10月１日～ 

 令和３年９月 30 日 
関係業界 

愛媛県社会福祉協議会 理事 
令和元年 10月１日～ 

 令和３年９月 30 日 
関係業界 

病院 医師 
令和元年 10月１日～ 

 令和３年９月 30 日 
保護者 

病院 看護師 
令和元年 10月１日～ 

 令和３年９月 30 日 
卒業生 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/evaluation/


  

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/evaluation/ 

 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/evaluation/
https://www.matsuyama.ehime.med.or.jp/kango/


  

（別紙） 
 
※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 
 
※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が 1 人以上 10 人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0 人の場合には、「0 人」と

記載すること。 
 

学校名 松山看護専門学校 

設置者名 一般社団法人松山市医師会 

 

 

 

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 

 
 

 前半期 後半期 年間 

支援対象者（家計急変

による者を除く） 
３４人 ２７人 ２７人 

内 

訳 

第Ⅰ区分 １１人 １１人  

第Ⅱ区分 － －  

第Ⅲ区分 １３人 －  

家計急変による 

支援対象者（年間） 
  ０人 

合計（年間）   ２７人 

（備考） 

 

 

 

※本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学

の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、

第３号に掲げる区分をいう。 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨

学生認定の取消しを受けた者の数 

 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受け

たことにより認定の取消しを受けた者の数 

 

年間 ０人 

 



  

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当し

たことにより認定の取消しを受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに

限り、認定専攻科を含む。）、高等

専門学校（認定専攻科を含む。）及

び専門学校（修業年限が２年以下の

ものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修業年限で卒業又は修了 

できないことが確定 
０人 人 人 

修得単位数が標準単位数

の５割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の５割以下） 

０人 人 人 

出席率が５割以下その他 

学修意欲が著しく低い状況 
０人 人 人 

「警告」の区分に 

連続して該当 
０人 人 人 

計 ０人 人 人 

（備考） 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、

当該学業成績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得な

い事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

右以外の大学等 
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

年間 ０人 前半期 人 後半期 人 

 

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）

の処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数 

 
 

退学 ０人 

３月以上の停学 ０人 

年間計 ０人 

（備考） 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 



  

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給

付奨学生認定の効力の停止を受けた者の数 

 

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより

認定の効力の停止を受けた者の数 
 

３月未満の停学 ０人 

訓告 ０人 

年間計 ０人 

（備考） 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 
 

 

 

右以外の大学

等 

短期大学（修業年限が２年のもの

に限り、認定専攻科を含む。）、

高等専門学校（認定専攻科を含

む。）及び専門学校（修業年限が

２年以下のものに限る。） 

年間 前半期 後半期 

修得単位数が標準単位数

の６割以下 
（単位制によらない専門学校に

あっては、履修科目の単位時間

数が標準時間数の６割以下） 

０人 人 人 

ＧＰＡ等が下位４分の１ ０人 人 人 

出席率が８割以下その他 

学修意欲が低い状況 
０人 人 人 

計 ０人 人 人 

（備考） 

 

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 

 

 

 

 

 
備考 この用紙の大きさは，日本産業規格Ａ４とする。 


